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旭 土 管 第７６号 
令和６年５月１日 

各  位 
旭川市長 今 津 寛 介 
（土木部土木管理課担当） 

 
 
 

令和６年度街路灯維持補助金の交付申請について（通知） 

 
 新緑の候，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
 貴団体において維持管理されている街路灯の電気料金について，前会計年度 1 年間に支

払われた額の 2 分の 1 以内の額を補助する「旭川市街路灯維持補助金」の交付申請を受付

いたします。 
つきましては，補助金の交付申請方法を御案内いたしますので，補助金の交付を希望さ

れる団体は，申請受付期間内に申請してくださるようお願いします。 
 
 
 
１ 補助対象 
  町内会等で維持管理する公衆用街路灯（防犯灯）の電気料金 
 
 
２ 補助金額 
  前会計年度に北海道電力㈱等に支払った電気料の「２分の１以内」を補助します。 
 
注）申請金額の合計が市の予算額を超過した場合，各申請者に交付する補助金額は，申請

金額の満額を交付できない場合があります。 
 
 

 

当補助金の申請期限を令和６年７月３１日（水）としました。 

８月１日以降の申請については受付できませんので御注意ください。 

 

直接受付，郵送での受付のほか，インターネットを介した電子申請 

（別添の「街路灯維持補助金電子申請マニュアル」を参考にしてくだ 

さい。）を行っておりますので御利用ください。 

 

補助金の交付時期について 

第１次受付（５月８日～５月３１日まで）は，９月上旬頃 

第２次受付（６月１日～７月３１日まで）は，１１月下旬頃 

  に交付を予定しております。ご了承ください。 
 

大切なお知らせ 
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３ 申請に必要な書類（お忘れになると受付できないことがあります。） 
 
（１） 
                                皆さまへ郵送した茶封筒 
 
 
 
 
（２） 補助金申請書兼  
    請求書 
 
（３） 街路灯月別電気 
    料金表 
 
（４）  委任状 
 
 

 

（５） 領 収 書 類 

     

 

(最大申請月数) 

※電気料金の中に公衆用街路灯（契約種別「０２」「２２」）以外の

料金が含まれる場合も１２か月分（申請月分）を持参してくださ

い。（５ページ参照） 
 
（６）          ア （５）領収書類のうち，１２か月分（申請月分）の領収

書等（「電気料金振替済のお知らせ」，「電気料金等領収書」，

「受領済証明書」，「電気料金払込金受領証（領収証）」の

いずれか）の原本又はコピーを提出してください。 
            

イ 電気料金に公衆用街路灯（契約種別「０２」「２２」）以

外の料金が含まれる場合は，（５）領収書類のうち，内訳

書（「電気料金ご請求の内訳」，「電気料金等集約分内訳表」

のいずれか）の原本又はコピーを提出してください。 
 
（７） 預 金 通 帳   補助金の受取に使用する口座を確認します。通帳を持参できない

場合は，通帳の表紙を１枚めくったページの口座番号・口座名義（カ

タカナ表示）の部分の写しを持参してください。 
 
 
（８）  印 鑑   印    
 

口座振替で支払った

場合 

電気料金振替済のお知らせ，電気

料金等領収書，受領済証明書 
１２か月分 

電気料金ご請求の内訳，電気料金

等集約分内訳表 
１２か月分 

金融機関等から直接

支払った場合 

電気料金払込金受領証（領収証） １２か月分 

電気料金ご請求の内訳 １２か月分 

〒……… 

今回同封した書類 
 

（５）領収書類

の原本又はコピ

ー（提出用） 
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４ 申請受付期間・場所 
次の日程・会場で受付しておりますが，郵送での受付（郵送料金は御負担願います。），

インターネットからの電子申請も行えますので是非，御検討ください。 

 

（１）第１次受付（５月８日（水）から５月３１日（金）まで受付分） 

注１ 例年，午前中は受付が混雑し，待ち時間が長くなりますので御了承願います。 
注２ 居住地域にかかわらず，御都合の良い受付場所を選んで申請してください。 
注３ 各受付会場においてコピーをとることはできません。 
注４ 申請期間中に申請がなされない場合，補助金の交付が受けられないことがありま

すので，必ず期間内に申請してください。 

 受付日・時間 受 付 場 所 住  所 

５月１０日(金) 10:00～16:00 西神楽公民館 西神楽南 2 条 3 丁目 249-2 

５月１３日(月) 10:00～16:00 東旭川公民館 東旭川町上兵村 544 

５月１４日(火) 10:00～16:00 愛宕公民館 豊岡 7 条 9 丁目 1-46 

５月１６日(木) 10:00～16:00 北星公民館 北門町 8 丁目 2641-3 

５月１７日(金) 10:00～16:00 神居公民館 神居 2 条 9 丁目 1-19 

５月２０日(月) 10:00～16:00 東鷹栖公民館 東鷹栖 4 条 3 丁目 636-23 

５月２１日(火) 10:00～16:00 永山公民館 永山 3 条 19 丁目 4-15 

５月２３日(木) 10:00～16:00 神楽公民館 神楽 3 条 6 丁目 1-12 

５月２４日(金)   9:30～16:00 市役所第三庁舎 

（２階土木部会議室） 
6 条通 10 丁目 

５月２５日(土)   9:30～16:00 

 

（２）第２次受付（第１次受付で申請に来られなかった方） 

 ６月１日（土）から７月３１日（水）までの間に，土木管理課道路占用係まで来庁して

提出するか，郵送で提出又はインターネットによる電子申請にて提出してください。 
 
（３）第三庁舎駐車場及び市役所 7 条（地下駐車場）駐車場について 
  ①第三庁舎の駐車場については無料で御利用いただけます。 
  ②市役所 7 条駐車場（地下駐車場）を御利用の場合は 30 分間無料となりますので，受

付会場まで駐車券をお持ちになってください。 
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５ 申請書類の書き方（１４・１５・１６ページの「記入例」参照） 
（１）申請者について 
  申請書兼請求書の住所，団体名，役職・氏名は正確に記入してください。 
  鉛筆や消せるボールペンで記入しないでください。 
 
（２）記入を間違えた際の訂正について 
  ２本線を引いて訂正してください。（修正液や貼り紙をしないでください。） 
          ９ 

例）旭川市６条通８丁目 
 

（３）申請金額について 
  申請書兼請求書の『申請金額』の欄は提出時，職員確認の下，記入していただきます。 
 
（４）街路灯数内訳について 
  申請最終月分を街路灯種別毎に，該当ワット数欄に灯数を記入してください。 
※令和６年１月分までの「電気料金振替済のお知らせ」又は「電気料金の請求内訳」にワ

ット数別灯数が記載されています。 
  
（５）1 年間の電気料金合計について 
  前年度申請最終月の翌月から申請月分（最大 12 か月）の電気料金合計（街路灯月別電

気料金表の合計）金額を記入してください。 
 
（６）委任状について 
  口座振込で，申請者（請求者）以外の口座に補助金の振込を希望する場合は，委任状

に委任者（申請者）の住所，団体名，役職，氏名，電話番号を記入し，受任者（口座名義

人）の住所，氏名，電話番号を記入してください。（受任者の押印は必要ありません。） 
 
①委任状が必要な場合 

申請者（委任者）     口座名義（カタカナ表示の部分） 
●申請者と口座名義が異なる場合 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ ホッカイサブ

ロウ 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ ホッカイサブロウ 

 
●口座名義に団体名が含まれない場合 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  カミカワジロウ 

 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワタロウ 
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②委任状が不要の場合 
申請者（委任者）     口座名義（カタカナ表示の部分） 

●申請者と口座名義の団体名役職名及び氏名が同一の場合（原則） 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイチョウ アサヒカワタロウ  

 
旭川町内会 会計 北海三郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ ホッカイサブロウ 

 

●口座名義に役職名のみが含まれない場合 
 
旭川町内会 総務 日本一郎  アサヒカワチョウナイカイ ニホンイチロウ 

 
●口座名義に個人名のみが含まれない場合 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ カイケイ 
 

●口座名義に役職名及び個人名のいずれも含まれない場合 
 
旭川町内会 会長 旭川太郎  アサヒカワチョウナイカイ 

 
（７）委任状の押印について 
  朱肉を使って，鮮明に押印してください。（シャチハタは使用できません。） 
  使用できる印鑑は，委任者の個人印又は委任者の団体名及び役職名が入っている職印

です。団体名が一部省略された印鑑や団体名又は役職名のいずれかが含まれていない印

鑑は使用できませんので御注意ください。 
 
 例）  
 
           使用できます。 

委任者の団体名・役職名が入っているので使用できます。 
 
 
 例） 
 
           使用できません。 

会長・会計等，委任者の役職名が入っていないので使用でき

ません 
 
（８）申請書兼請求書の「補助金の受領方法」について 
 ①金融機関の通帳への口座振込を希望する場合は，口座振替にチェックを入れてくださ

い。 
  郵便局（ゆうちょ銀行）への振込も可能です。 

補助金の 
受領方法 

□ 口座振替 
（右記口座） 
□ 窓口払い 

○
○ 

町
内
会 

長
之
印 

○
○ 

町
内
会 

 

之
印 
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 ②市役所窓口で補助金の受取を希望される場合は，窓口払いにチェックを入れてくださ

い。 
  補助金の受取場所は『旭川市７条通９丁目 旭川市役所 総合庁舎 ２階 会計課』

です。 

補助金の 
受領方法 

□ 口座振替 
（右記口座） 
□ 窓口払い 

 
（９）申請書兼請求書の「振込先」について 

「口座振替」で補助金の受取を希望される場合は，通帳の表紙を 1 枚めくったページ

に表示されている金融機関名・口座番号・口座名義等を記入してください。（下図参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１ 申請後，口座名義の変更・解約などを行った場合は補助金の振込ができなくなりま

すので，申請書兼請求書の再提出をお願いします。 
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（10）街路灯月別電気料金表について 
① 申請月は前年申請最終月以降の１２か月分以内です。（前年度領収書に「街灯補確」の

スタンプを押している場合は支給済みです。） 
 
②契約種別番号「０２」「２２」（公衆街路灯）以外の電気料金が領収金額に含まれる場合

は，その金額を差し引いて記入してください。 
※この場合は，「電気料金ご請求の内訳書」又は「電気料金等集約分内訳表」の１２か月

（申請月）分とそのコピーを持参してください。 
 
③請求書と領収書が 1 枚になっている書類がありますが，領収金額を金額欄に記入して

ください。 
 
④令和６年２月より，北電の書類電子化（エネモールへの移行）に伴い，領収書類の様

式，発送方法が変更されています。 
 万が一，領収書類が足りない場合に関しましては，速やかに北電へ御連絡していただ

き，受領済証明書等の書類の発行を依頼してください。（１３、１９ページ参照） 
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公衆用街路灯 

02 

契約種別 

「公衆用街路灯」が 

補助対象です。 

W 数別灯数（例） 
１０ｗ  １灯 
６０W  １灯 
１００ｗ超１灯 

契約種別「０２」「２２」 

（公衆用街路灯）が 

補助対象です。 

契約種別「０２」「２２」以外があ

る場合は，その金額を差し引いて

ください。 
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６ 領収書類 

（１）電気料金振替済のお知らせ（はがき） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）電気料金振替済のお知らせ又は電気料金等領収書（封書） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コピー提出の場合は，電気

料金確認後，原本に押印い

たします。 

街灯補確 

お客様番号拡大 

請 求 書 

〇〇町内会  様 
電気料金振替済のお知らせ 

〒 

旭川市６条通９丁目 

〇〇町内会  様 

北海道電力株式会社 
ほくでん 

こ
の
部
分
が
領
収
書
に
な
り
ま
す

 

空欄の場合，公衆用街路灯（契

約種別「０２」「２２」）以外が

含まれているので「電気料金ご

請求の内訳」を確認して，その

料金を差し引いてください。 
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（３）電気料金払込受領証（領収証） 
 
「電気料金払込受領証（領収証）」と「電気料金ご請求の内訳」を１２か月分（申請月分）

持参してください。 

 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電 気 料 金 振 替 済 の お 知 ら せ 

〇〇 町内会   様 

20××年○月△日にご指定の口座により下記のとおり電気料金を領収いたしました。 
ご請求年月 

領収金額 

20××年  月 分 

2,540 円 
（うち消費税等相当額  円） 

 

街灯補確 

領収金額と年月を確認して１２か月分（申請月分）をそろえ

て原本又はコピーを提出してください。 

契約種別が「０２」「２２」でも，

公衆用街路灯以外の電気料が

含まれている場合があります。 
「電気料金ご請求の内訳」を確

認して契約種別が「０２」「２

２」以外を含む場合は、その金

額を差し引いて「街路灯月別電

気料金表」に記入してくださ

い。 

コピー提出の場合は，電気料金確

認後，原本に押印いたします。 郵便局で納付し

た場合，こちらに

「日附印」が押さ

れますので，こち

ら も 持 参 く だ さ

い。 

街灯補確 

コピー提出の場合は，電気料

金確認後，原本に押印いたし

ます。 
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（４）エネモールを利用している場合 
 下記のとおり受領済証明書を発行し，「印刷」，「ＰＤＦ保存」，「スクリーンショット」し

た上で，領収書類を提出してください。 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ログイン後，「複数契約のご請求ま

とめ」を押してください。 

契約種別にて、街路灯以外の料

金が含まれていないかを確認し

てください！ 

（含まれている場合は、除外して

ご記入ください。） 

■■■■■■■
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「印刷」，「ＰＤＦ保存」を行う，又

は，スマートフォンによる電子申

請を行う場合はこの画面で「スク

リーンショット」を行ってください。 

今回の申請に使用する期間を選択

します。 
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（５）領収書類が不足している場合 
 
 北海道電力の各領収書類を紛失した場合や，エネモールに登録しておらず，領収書類が

不足している場合は，下記連絡先に電話をすることで，証明書類を発行してもらうことが

できます。 
 ただし，受付からお手元に届くまで１０日～２週間程度要します。 
 

 
連絡先：北海道電力株式会社   電話：０１２０－０７－５１５４ 
               （音声ダイヤルが流れるので，「１」番を選択） 
 

 
「電気料金振替済のお知らせ」を紛失した場合   「電気料金受領済証明書」が発行 
「電気料金払込金受領証」を紛失した場合      されます。 
 
「電気料金ご請求の内訳」がない場合 →「まとめ契約種別内訳」が発行されます。 
 
 
 
７ 補助金の交付時期 
（１）第１次受付分（５月８日（水）から５月３１日（金）までに申請したもの） 

 

    補助決定額の通知 ８月下旬頃 

    補助金交付時期  ９月上旬頃 

 
 
（２）第２次受付分（６月１日（土）～７月３１日（水）に申請したもの） 

 

    補助決定額の通知 １０月下旬頃 

補助金交付時期  １１月上旬頃 

 
 
 
  本書は４月１９日現在で，市に提出のあった令和６年度町内会役員名簿により発送し

ており，未提出の町内会については，昨年度の名簿により各町内会長宛に送付いたしま

した。 
  なお，役員等変更される場合は，新会長又は新役員の方にお引継ぎくださいますよう

お願いいたします。 
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様式が変更になりました。 
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該当者のみの様式が追加されました。 
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申請書類が旭川市のホームページからダウンロードできます。 
 
 
①旭川市公式ホームページを開いてください。 

 

 ②  をクリックしてください。 
 

   

 
 
 
 ③  をクリックしてください。 

 

  
 
  ※「くらし」欄の下から 4 段目にあります。 

 
 
 
 

水道・除雪・土木 
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    ④ をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑤ をクリックしてください。 

 
  ⑥ をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路・橋 

街路灯 

街路灯維持補助金交付申請について 

更新用ホームページ

作成後、差替えます 
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注意してください！ 
 

１「請求書」に前月の「領収書」（電気料金振替済のお知らせ又は電気料金等領収書）が付

いている書類がありますが，請求月と領収月が１か月ずれています。 

毎年，請求書を見て申請書類を作成，請求書を１２か月分（申請月分）持参される方が

見受けられますが，領収月を確認して申請書を作成，領収書を１２か月分（申請月分）持

参してください。 

 

２ 領収書（「電気料金振替済のお知らせ」，「電気料金受領済証明書」など）をお持ちいた

だけない月の分は補助金を交付できません。 

 

３ 通帳では公衆用街路灯電気料の領収書としては認められません。 

 

４ 領収書が紛失等により不足している場合は，電力会社から「電気料金受領済証明書」

を発行してもらってください。 

 

５ 領収書のコピー又は原本（電気料金の中に公衆用街路灯（契約種別「０２」「２２」）

以外が含まれる場合は，「電気料金ご請求の内訳」などの原本もしくはコピー）を提出し

て頂きますので，御協力お願いします。 

 

お問合せ先 

１ 補助申請に関すること 

旭川市 土木部 土木管理課 道路占用係 

住所：旭川市６条通１０丁目旭川市役所第三庁舎２階 

電話：（直通）0166-25-5375 

 

２ 「電気料金振替済のお知らせ」「電気料金ご請求の内訳」 

「電気料金受領済証明書」「まとめ契約種別内訳」等に関すること 

   北海道電力株式会社 

   電話：0120 - 07 - 5154（音声ダイヤル「１」番） 


